
留
意
事
項
（
３
／
３
）

屋
内

退
避
を
行
う
住
民
へ
の
対
応
策


Ｕ
Ｐ
Ｚ
の

住
民
に
は
、
無
用
な
被
ば
く
を
し
な
い
た
め
に
、
屋
内
退
避
の
周
知
を
徹
底
す
る
。


自
宅
損
壊
等
に
よ
り
自
宅
で
の
屋

内
退
避
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
各
市

が
設
定
し
た
近
隣
の
避
難

所
等
に
て
屋
内

退
避
を
実
施
す
る
。


屋
内
退
避
に
必
要
と
な
る
物
資
は
、
各
市
の
行
政
備
蓄
を
活
用
す
る
ほ
か

、
島
根
県
に
お
け
る
流
通

備
蓄
を
供
給
す
る
。


こ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
総
務
省

、
農
林
水
産
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済

産
業
省
を
通
じ
て
、
安
定

供
給
を
要
請
し
、
確
保
に
努
め
る
。

10

観
光

客
等
一
時
滞
在
者
へ
の
対
応


U

PZ
内
の
帰
宅
が
困
難
な
観
光
客
等
の
一
時
滞
在
者
は
、
宿
泊
施
設
等
に
お
い
て
屋
内
退
避
を
実

施
す
る
。

避
難
先
で
必
要
と
な
る
物
資
・
燃
料
の
確
保
状
況
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対
象
地
域
住
民
へ
の
本
方
針

の
周
知
に
当
た
っ
て
の
考
慮
事
項


一
般
住
民
の
避
難
等
の
指
示
の
広
報
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
を
考
慮
し
て
周
知
を
行
う
こ
と
。


現
在
、
放
射
性
物
質
は
放
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
各
市
の
指
示
に
従
い
、
落
ち
着
い
て

行
動
す
る
こ
と
。


周
知
方
法
と
し
て
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
等

を
活
用

し
、
複
数
の
手
段
に
よ
り
住
民
に
確
実
に
周
知
す
る
こ
と
。


渋
滞
対
策
の
た
め
、
自
家
用

車
の
場
合
は
、
で
き
る
限
り
近
隣
の
住

民
と
乗
り
合
わ
せ
て

移
動
す
る
こ
と
。


屋
内
退
避
を
す
る
住
民
は
、
慌
て
ず
に
各
市
の
指
示
に
従
い
、
自
宅

内
ま
た
は
近
隣
の
避

難
所
で
屋
内
退
避
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
外
出
は
極
力
控
え
る
こ
と
。


地
震
の
影
響
に
よ
り
自
宅
に
て
屋
内
退
避
の
実
施
が
困
難
な
場
合
は
、
地
震
の
影
響
が

な
い
安
全
な
近
隣
の
指
定
避

難
所
等
で
の
屋
内
退
避
等
を
実
施
す
る
こ
と
。
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第１回原子力災害対策本部・ 
非常災害対策本部合同会議 

令和元年１１月９日 

１１：０５～１１：２５ 

於：官邸４階大会議室 

議 事 次 第 

１．開会 

２．議事 

（１）原子力緊急事態宣言について

（２）現状、取組状況の報告

（３）緊急事態応急対策に関する基本方針について

３．閉会 

（配布資料） 

資料１ 原子力緊急事態宣言 

資料２ 指示・公示 

資料３ 原子力災害対策本部の設置について 

資料４ プラントの状況 

資料５ 施設敷地緊急事態（１０条）における避難の実施状況 

資料６ 全面緊急事態（１５条）における防護措置の実施方針 

資料７ 自然災害による被害状況・対応状況 

資料８ 原子力災害派遣要請（案） 

資料９ 緊急事態応急対策に関する基本方針（案） 

訓練 
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訓練                    

 

令和元年   月   日 

 

緊急事態応急対策に関する基本方針 

 
令和元年（2019年）中国電力（株） 

島根原子力発電所事故に係る 

           原 子 力 災 害 対 策 本 部 決 定 

 

中国電力（株）島根原子力発電所第２号機事故に関し、

本日、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、直

ちに原子力災害対策本部を設置した。 

今後、事故の推移によっては、周辺住民の安全を脅か

す事態に至るおそれがあることから、以下の基本方針に

則り、緊急事態応急対策に取り組むこととする。  

 

１．事故の拡大防止、事態の早急な収拾及び住民の安全

確保を第一に、事態の推移に応じた防護対策などに総

力を挙げて取り組むこと。 

２．住民に対して、必要な情報を迅速かつ的確に伝達し、

混乱の発生を防止すること。  

３．事態の推移に応じ、警察、消防、海上保安庁の部隊

派遣及び自衛隊の原子力災害派遣を迅速に行うこと。 

 

以上 

（案） 

資料９ 
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令和元年（２０１９年）台風第１９号 

非常災害対策本部会議（第１回） 

議 事 次 第 

日時：令和元年１０月１３日（日）１６：３０～ 

場所：官邸４階大会議室 

１． 開会 【内閣官房長官】 

２． 被害状況等報告 【内閣危機管理監】 

３． 実施方針について 【防災大臣・国家公安委員長】 

４． 各省庁の対応状況 【各省大臣等】 

５． 内閣総理大臣発言  【内閣総理大臣】 

６． 閉会 【内閣官房長官】 
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災害応急対策等に関する実施方針（案）

令 和 元 年 １ ０ 月 １ ３ 日 

令和元年 (２０１９年 )台風第１９号 

非 常 災 害 対 策 本 部  

以下の方針に基づき、地方自治体及び関係機関・団体と緊

密に連携し、災害応急活動に総力を挙げて取り組むとともに、

国民生活及び経済活動の早期回復に全力を尽くす。 

１ 迅速な情報収集を行い、被害状況の把握に全力を尽くす。 

２ 引き続き、人命の救助を第一に、行方不明者等の一刻も

早い救命・救助に全力を尽くす。 

３ 先手先手で、被害の拡大防止に万全を期す。 

４ 電気、水道等のライフラインの早期復旧に努め、被災住

民の生活復旧のため、早期改善に全力であたる。 

５ 関係省庁が連携して、全国からの官民一体となった広域

応援体制を確保するとともに被災者支援の体制を整備

する。 

６ プッシュ型の被災者支援により、避難所の生活環境整備

や避難者の生活必需品の確保に努める。 

７ 被災地の住民をはじめ、国民や地方自治体等が適切に判

断し行動できるよう、適時的確な情報発信に努める。 
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